
第 ６ 期 介 護 保 険 制 度 の 改 定 に つ い て  

 

         質 問 者  大  坪  国  広  

 

 医 療 ・ 介 護 総 合 法 は 、 公 的 介 護 ・ 医 療 保 障

を 土 台 か ら 掘 り 崩 す 内 容 で 、 多 く の 住 民 か ら

今 後 、 安 心 し て 医 療 ・ 介 護 サ ー ビ ス が 受 け ら

れ る の か 不 安 の 声 が 上 が っ て い る 。 次 の ４ 点

に つ い て 所 見 を 伺 う 。 ① 「 要 支 援 」 の 訪 問 ・

通 所 介 護 の 利 用 者 は 、 今 迄 通 り サ ー ビ ス が 受

け ら れ る か 。 ② 介 護 保 険 料 、 利 用 料 の 町 独 自

軽 減 策 を 。 ③ 在 宅 で 、 寝 た き り 高 齢 者 の 手 厚

い 支 援 策 を 検 討 す べ き 。 ④ 第 ６ 期 介 護 保 険 料

引 き 上 げ は 行 う べ き で は な い と 考 え る が 。  


